
【案件】「箕面市地域公共交通計画（素案）」に関するパブリックコメントの実施

について

出席者

委 員 副市長、市政統括監

担当部 地域創造部長、副部長、交通政策室長、同室職員

事務局 市政統括政策推進室職員

確認事項

・パブリックコメントの実施について

結 論

・素案を了とし、パブリックコメントを実施すること。

質疑・意見等

Ｑ：資料に掲載している路線バス再編案について、市民の声をどのように反映

してきたか。

Ａ：路線バス再編案については、これまで市民やバス利用者を対象としたアン

ケート調査を実施し、それらの調査結果をもとに分析を行ったうえで、市

民や学識経験者、交通事業者、行政などが参画している路線バス網再編検

討分科会で具体的な検討を進めてきた。

加えて、令和３年４月～７月に１回目のパブリックコメントを実施すると

ともに、市民説明会を開催し、提出された意見を踏まえて再編案の修正を

行うなど、より市民の声を再編案に反映させることができるよう丁寧に取

り組んできた。

Ｑ：内容の周知はどのように行うのか。

Ａ：市ホームページに掲載するとともに、広報紙５月号の特集記事にてパブリ

ックコメントの実施を周知する予定。あわせて、５月上旬に市内全６箇所

で説明会を開催する予定であり、丁寧な周知に努める。

Ｑ：今後のスケジュールはどうなっているのか。

Ａ：５月末までの期間で意見を募集し、市民の皆様からのご意見を踏まえ、７

月ごろに箕面市地域公共交通計画を策定する予定。

以上

政策調整会議概要（４月１４日開催分）

日 時 令和４年４月１４日（木曜日）１１時３０分～１２時００分

場 所 市役所本館2階 会議室


